
　　許さない子ども社会の実現に努めることを目的とする。

　　　いじめは全ての生徒に起こりうる最も身近で深刻な人権侵害である。いじめを特定の生徒だけ

　　学校・保護者・地域社会はそれぞれの役割を自覚し、活動すると共に、子ども自身もいじめを

　　　　・もし、いじめが発生した場合には、いじめ防止対策委員会を中心に組織対応を行います。

　　（６月）

　　　　・「まちとともに歩む学校づくり懇話会（岡野中ブロック横浜子ども会議）」

　　　　・子どもの社会的スキル横浜プログラム「Y-Pアセスメント」①
　　　　・西区国際平和スピーチコンテスト

　　　　・教育相談アンケート実施　→　教育相談（４日間）

　　（２）いじめの早期発見・早期対応

　　　　・定期的なアンケートや教育相談を進め、相談体制の整備を図ります。
　　　　・生徒主体の「あいさつ運動」の充実を図り、子ども同士のコミュニティーを高めます。
　　　　・教職員の密なる情報交換と共有化を図ります。
　　（３）適切な対処・措置
　　　　・いじめ防止対策委員会を定期的に開催し、細やかな現状把握に努めます。

　　　　・なによりも、生徒や保護者との信頼関係の構築に努めます。

　　　　・子どもの心の変化等を捉えていじめの早期発見につなげられるよう、毎朝１人１台端末を
　　　　　活用した心の健康観察を実施したり、SC（スクールカウンセラー）等の専門職の活用の取
　　　　　組を強化し、いつでも、だれにでも相談ができる相談体制の整備を図ります。

　　　　・子どもの抱える困難や課題は様々な要因が重なり合うことを前提に、区役所、児童相談所
　　　　　等と連携して、多面的な視点から支援の実施を図ります。

　　　　・いじめ解決一斉キャンペーン「安心して生活するためのアンケート」
→　教育相談※必要に応じて

２　いじめ防止対策委員会の設置及び組織としての取組
　【構成】

　【いじめ防止基本方針の目的】

　　（４月）

　　　「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と
　　　一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
　　　（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が
　　　心身の苦痛を感じているもの」をいう。

　【いじめを防止するための基本的な方向性】

横浜市立岡野中学校いじめ防止基本方針

１　いじめ防止に向けた学校の考え方
　【いじめの定義】
　　　「いじめ防止対策推進法　平成２５年法律第７１号第一章定義第２条」

平成２６年３月３１日　策定
平成３０年５月　１日　一部改訂
令和　４年５月　２日　一部改訂
令和　８年１月　１日　一部改訂

　　　　　子どもの意思を尊重し、子ども視点の対策を一層進めます。
　　　　・いじめ防止について子どもの意見を聞き、反映に努めることやいじめ事案の対応について
　　（１）子どもの視点に立った対策を進めるため、子どもの意見の反映や意見の尊重

　　　　・SNSを通じたいじめの広がりやその対応の難しさを踏まえ、保護者と共にSNS利用の怖さ
　　　　　も学び、家庭内でSNSの正しい使い方を共有できる様に努めます。

　　（２）いじめの未然防止
　　　　・人権教育を推進し、「誰もが安心して豊かにそして安全に」生活できる学校づくりに努め
　　　　　ます。
　　　　・全ての授業や教育活動において、道徳教育・人権教育を推進します。
　　　　・授業を大切にし、授業で生徒と向き合い、好ましい人間関係づくりに努めます。
　　　　・行事等を通して、「所属感」や「自己肯定感」を高めていきます。

　　の問題とせず、広く社会全体で真剣に取り組むべきである。いじめのない社会の実現に向けて、

　　　・校長、副校長、教務主任、各学年主任、生徒指導専任教諭、生徒指導部長、養護教諭
　　　　（必要に応じて、関係教職員、心理・福祉の専門家、関係機関の職員の参加を求める。）
　【役割】
　　　・学校におけるいじめ防止や早期発見・対応の中核として、組織的に取り組む。
　　　・もし、いじめが発生した場合は、正確な情報収集に努め、事後対応策の検討や役割分担を
　　　　推し進める。

　　　　・犯罪行為にあたるいじめが起こった場合、関係機関（警察等）との連携を図ります。

　　（７月）

　　　　・三者面談（5日間）

　　　　・生徒理解研修

　　　　・家庭確認（１日）
　　（５月）

　　　　・家庭確認（２日）
　　　　・生徒総会

　　　・いじめ防止に向けて年間計画を作成し、年度末の反省と検証を行う。
　　　・いじめ防止に向けて、定期的な教職員の研修を企画し、運営する。
　【年間予定】
　　　※原則として、月に１回、いじめ防止対策委員会を開催するが、必要に応じて臨時や緊急に
　　　　開催する。

　　　　・人権作文



　　　　・西区横浜子ども会議

　　　　・いじめ解決一斉キャンペーン「安心して生活するためのアンケート」

　　　　・子どもの社会的スキル横浜プログラム「Y-Pアセスメント」②
　　（１１月）

　　（１０月）

　　（８月）

　　　　・教育相談アンケート実施　→　教育相談（４日間）

　　　　・職員研修

　　（１月）
　　　　・教育相談アンケート実施　→　教育相談（４日間）
　　（２月）

　　　　・年度末反省、検証
　　（３月）

　　　　・児童生徒交流日

　　（１２月）

　　　　・三者面談（5日間）

　　　　・授業や特別活動等での生徒との向き合い

→　教育相談※必要に応じて

　　　　・行事等での生徒への寄り添い

　　　　・保護者向けサイバー教室（スクールサポーター）実施　※新入生説明会にて

　　　　・生徒主体の「あいさつ運動」の充実
　　（２）道徳教育・人権教育の推進
　　　　・全校一斉道徳の実施
　　　　・人権作文、国際平和スピーチコンテストへの参加

　　　　・次年度の年間計画の策定

３　いじめ防止及び早期発見のための取組
　【いじめ防止への取組】
　　（１）より深い生徒理解

　　あらためて公表する。

　【生徒・保護者への報告】
　　　・いじめを受けた生徒や保護者には、調査によって明らかになった事実関係等を丁寧に
　　　　報告する。

５　その他
　・いじめ防止対策委員会が必要があると判断した場合には、いじめ防止基本方針を改訂し、　　

４　重大事態への対処
　【報告】
　　　・重大事態と思われる案件が発生した場合には、ただちに教育委員会に報告する。
　【調査】
　　　・いじめ防止対策委員会が主導になり、速やかに調査を行い、ただちに対応策を検討し、
　　　　対処する。調査結果や対応策は教育委員会に報告する。

　【「まちとともに歩む学校づくり懇話会」等の活用】
　　（１）「まちとともに歩む学校づくり懇話会」や学校・家庭・地域連携事業運営委員会、
　　　　　ＰＴＡ役員会を活用し、いじめの問題等、学校が抱える課題を共有し、地域・保護者と

　　　　・教育相談（４月・８月・１月教育相談アンケート実施）、三者面談（７月・１２月）の

　　（５）いじめ防止対策委員会が検討し、必要に応じて、外部機関や専門機関への報告・連絡
　　　　　・相談を行う。

　　　　・『いつでも、誰にでも』相談体制のＰＲと「安心して相談できる」雰囲気の醸成

　【いじめに対する措置】

　　　　　連携して、課題の解消に向けて取り組む。

　　　　　連携も視野に入れた組織的な支援を行う。
　　（３）いじめを行った生徒や保護者に対しては、丁寧な聞き取りを行うと共に、再発防止に
　　　　　向けて、外部機関との連携を図りながら、組織的な指導を行う。
　　（４）全校集会を行い、再発防止に向けた具体的な取組を行う。

　　　　・「まちの教育座談会」の開催

　【いじめの早期発見】
　　（１）年２回の「安心して生活するためのアンケート」の実施
　　　　・５月、１２月に「安心して生活するためのアンケート」を実施し、集計結果を分析し、

　　（３）相談体制の整備と充実

　　（１）いじめが起こった場合には、いじめ防止対策委員会が主導で、より正確な情報収集と

　　（２）いじめを受けた生徒や保護者に対しては、丁寧な聞き取りを行うと共に、専門機関との
　　　　　分析を組織的に行う。

　　　　　状況を把握する。

　　　　　実施と情報共有

　　（２）年２回の子どもの社会的スキル横浜プログラム「Y-Pアセスメント」の実施
　　　　・６月、１１月に子どもの社会的スキル横浜プログラム「Y-Pアセスメント」を実施し、
　　　　　集計結果を分析し、状況を把握する。


